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平成２４年８月１５日（水）、医療機関からの通報により探知した宇治市
内の食中毒様患者の発生について、山城北保健所が調査した結果、宇治市が
提供した食品（おにぎり）を原因とする食中毒と断定しましたのでお知らせ
します。

なお、宇治市に対しては、再発防止のため、食品等の衛生管理を一層徹底
するよう注意を喚起しました。

記

１ 調査・検査結果（本日午後１時現在）
(1) 初発日時 平成２４年８月１５日（水）午後８時半頃
(2) 有 症 者 宇治市炭山（９２名）・池尾（２名）

入院患者６名（男 ２名、女 ４名：３４～８９歳）
全員快方に向かっている。
（以上、宇治市災害対策本部による集計）

(3) 主な症状 嘔吐、下痢、腹痛
(4) 原因物質 黄色ブドウ球菌
(5) 原因食品 ８月１５日に提供されたおにぎり
(6) 発症原因 製造後、喫食までの間において食中毒細菌が増殖したた

めと思われる。

２ 山城北保健所の調査・検査の経緯
(1) 疫学調査

・炭山・池尾地区の住民に対し喫食状況調査、行動調査、発症状況調査
を実施

・提供された食品について、宇治市から状況の聴き取りや食品納入した
営業者への他からの苦情等の情報を収集

(2) 食中毒菌の検査
８月１５日に提供されたおにぎり残品及び有症者検便から黄色ブドウ

球菌を検出
(3) おにぎり製造施設(宇治市内)の立入調査

・施設の衛生状態及び製造方法に特段の問題は認められなかった。
・従事者検便から黄色ブドウ球菌が検出されなかった。
・以上のことから、当該施設が直接の原因とは特定できず。




